
                         

 

１ 特定健康診査等実施計画とは 

当組合は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療保険者として、組合員及び

被扶養者に対し、特定健康診査及び特定保健指導を実施している。 

この事業の実施に当たり、同法第１９条に基づき、特定健康診査等の実施方法に関する

基本的な事項について実施計画を定め、国の定める目標値の達成に向け、事業の実施に努

めることとされている。この計画の期間は、第二期データヘルス計画と同じ期間の平成３

５年までの６年間である。 

 

２ 疾病別の医療費の状況（平成２８年度実績） 

保健事業を講ずることができない先天性や外傷性等の「その他の疾病」を除き、生活習

慣病が組合員等の総医療費で最も多い。 →特定健康診査及び特定保健指導の事業が重要 

 
 

３ 第二期計画期間の状況 

（１）特定健康診査 

平成２９年度の実績値（決算見込）は、90.0％となっており、平成２５年度から平成

２９年度までのうち、平成２８年度を除き目標値を上回っている。 

 
（２）特定保健指導 

平成２９年度の実績値（決算見込）は、45.0％となっており、平成２５年度から平成

２９年度まで目標値を上回っている。 

 

名称 生活習慣病 悪性新生物 歯の疾病 精神の疾病 季節性の疾病 その他の疾病

総医療費 201百万円 50百万円 143百万円 43百万円 150百万円 941百万円

有病者数 1,563人 451人 4,758人 433人 5,097人 9,563人

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
82.0% 84.0% 86.0% 88.0% 90.0%

全支部合計 81.0% 81.8% 82.6% 83.8% 83.8%
86.5% 87.1% 87.9% 87.7% 90.0%

組合 組合員 99.2% 99.2% 99.2% 99.0% 99.8%
被扶 被扶養者 59.3% 60.2% 61.9% 60.6% 70.8%
※平成29年度の実績値は決算見込の値であり、実績が確定するのは、平成30年10月末である。

組合の目標

大分県支部

受診率実績値
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４ 第三期計画の内容（第二期計画との主な変更点） 

（１）特定健康診査の目標値 

特に被扶養者の受診率の向上を図り、平成３５年度において、国が定める目標値の

90.0％を達成する計画となっている。 

 
（２）特定保健指導の目標値 

平成３５年度において、国が定める目標値の45.0％を達成する計画となっている。 

 
（３）支部の実施する事業 

支部において特定健康診査及び特定保健指導の目標値を確実に達成できる体制を構築

することができるよう次の内容で事業を実施。 

特定健康診査 特定保健指導 

  

 

（４）計画の評価と見直し 

特定健康診査の受診率等の達成度合いを評価するだけでなく、特定保健指導対象者等

の健康状況の改善度合いを毎年度確認することも評価する。 


